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(57)【要約】
【課題】低周波の音声効果を向上できる拡声装置を提供
する。
【解決手段】拡声装置２は、管体２０と、スピーカ２１
と、共振部２２とを有し、スピーカ２１のブラケット部
２１０を第１隔膜２１１の周縁部に設け、第１穴２００
に固定し、共振部２２は第２隔膜２２０と釣り合い重り
２２１とを組み合わせてなる。第２隔膜２２０の周縁部
を第２穴２０１に固定し、スピーカ２１と共振部２２と
の間に位置する収容空間２０４を密閉状の共振空洞部２
０２とする。第１隔膜の振動により、共振空洞部２０２
の内部空気に圧迫及び真空効果を形成し、第２隔膜２２
０を駆動させ、同期振動に近い効果を発生し、同じ方向
に拡声装置２後方周りの空気を振動させ、拡声装置２の
前後部周りの空気を同期に近いかつ同じ方向の振動を発
生し、従来の共振部を設けない拡声装置に比べ、倍近く
の低周波音声が出力でき、低周波の音声効果を向上でき
る。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　管体と、スピーカと、共振部と、を有し、
　前記管体は、一端に第１穴が開けられ、他端に第２穴が開けられ、前記管体に収容空間
が内設され、
　前記スピーカは、第１隔膜の周縁部に設けられるブラケット部が前記第１穴に固定され
、前記ブラケット部と、内設されたコイルと、磁気素子とは、前記収容空間に収容され、
　前記共振部は、第２隔膜と釣り合い重りとを組み合わせてなり、前記第２隔膜の周縁部
を前記第２穴に固定させ、
　前記第１隔膜及び前記第２隔膜によって前記第１穴と前記第２穴を密閉させ、前記管体
内部の前記スピーカと、前記共振部との間の前記収容空間を密閉状の共振空洞部とし、
　前記釣り合い重りを前記第２隔膜の中央場所に取り付けることを特徴とする拡声装置。
【請求項２】
　前記釣り合い重りを前記収容空間の内部に設けることを特徴とする請求項１記載の拡声
装置。
【請求項３】
　前記釣り合い重りを前記収容空間の外部に設けることを特徴とする請求項１記載の拡声
装置。
【請求項４】
　管体と、スピーカと、共振部と、板部材と、を有し、
　前記管体は、一端に第１穴が開けられ、他端に第２穴が開けられ、前記管体に収容空間
が内設され、
　前記スピーカは、第１隔膜の周縁部に設けられるブラケット部が前記第１穴に固定され
、前記ブラケット部と、内設されたコイルと、磁気素子とは、前記収容空間に収容され、
　前記共振部は、第２隔膜と釣り合い重りとを組み合わせてなり、前記第２隔膜の周縁部
を前記管体の内側に固定させ、
　前記第１隔膜及び前記第２隔膜によって、前記管体内部の前記スピーカと、前記共振部
との間に位置する前記収容空間を密閉状の共振空洞部とし、
　前記釣り合い重りを前記第２隔膜の中央場所に固定させ、
　前記板部材は、周縁部を前記第２穴に固定させ、前記第２隔膜と前記板部材とにより、
前記管体内部の前記共振部と前記板部材との間に位置する前記収容空間を密閉状の反射空
洞部とすることを特徴とする拡声装置。
【請求項５】
　前記釣り合い重りを前記共振空洞部に設けることを特徴とする請求項４記載の拡声装置
。
【請求項６】
　前記釣り合い重りを前記反射空洞部に設けることを特徴とする請求項４記載の拡声装置
。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は拡声装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ここ数年は科学技術のすばやい進歩につれて、各種電子製品（たとえば、ポータブルオ
ディオ装置、携帯電話、携帯式テレビ、音声による衛星航法装置など）の機能はますます
豊富になる一方、製品の軽薄短小化が進み、使用者は各種電子製品を便利に携帯できるほ
か、いつでもその電子製品の多元化機能を楽しむことができるようになってきている。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００３】
　一般に、前述各種の電子製品は、音楽または音声などを視聴するための少なくとも一つ
のスピーカが設けられている。さらに、スピーカの大小が音量に影響する主な要因である
。しかし、前述どおり、現在各種の電子製品のほとんどは軽薄短小デザインが主流となっ
ている。よって、各種の電子製品に使用されているスピーカのサイズも軒並み小さいため
、特に低周波音声の再生音量が明らかに低い。このように、使用者は電子製品から音声を
再生するとき、澄んできれいな音声を聞くことができないばかりでなく、スピーカの低周
波音声効果を充分に楽しめないことが現状であった。前述どおり、スピーカのサイズと再
生音声の質量を合わせて備えて、現代の電子製品の設計トレンドに合致し、消費者に最適
な拡声効果を提供することはスピーカ業者が解決を求める一課題である。
【０００４】
　上記課題を解決するため、従来、図１に示す拡声装置１は、ケーシング１０と、第１ス
ピーカ１１と第２スピーカ１２とを備え、前記問題の解決を図る。この装置１は、ケーシ
ング１０の一端に開口部を設け、ケーシング１０に収容空間を内設し、第１スピーカ１１
の第１ブラケット部１１０一端の周縁部をケーシング１０の開口部内縁の位置に対応させ
ることによって、第１ブラケット部１１０と内設された第１隔膜と、コイルと、磁気素子
とを収容空間に収納させる。第２スピーカ１２の第２ブラケット部１２０一端の周縁部は
、ケーシング１０の内縁に固定され、第１スピーカ１１とケーシング１０の他端の間に位
置する。第１スピーカ１１と第２スピーカ１２によって、ケーシング１０内部の第１スピ
ーカ１１と第２スピーカ１２との間に位置する収容空間を密閉の共振空洞部１３に仕切り
、ケーシング１０内部の第２スピーカ１２とケーシング１０の他端の間に位置する収容空
間を密閉の反射空洞部１４に仕切る。
【０００５】
　コイルは第１隔膜の内縁の中央場所に取り付けられているため、電流をスピーカ１１、
１２に内設されたコイルに流すと、コイルは励磁され磁力線を発生し、各コイルはスピー
カ１１、１２内部の磁気素子によって発生された磁力線と吸着又は反発効果を発生し、ス
ピーカ１１、１２の第１隔膜を駆動させ同期振動を発生し、共振空洞部１３の内部および
拡声装置１前方周りの空気を振動させ、音声を出力する。このとき、第１スピーカ１１と
第２スピーカ１２との間は密閉の共振空洞部１３が形成されているため、第１隔膜の振動
により、共振空洞部１３内部の空気に圧迫と真空効果が形成され、共振空洞部１３内部の
空気がスピーカ１１、１２の第１隔膜を駆動し、より大きい振動効果をもたらせ、再生の
音量が高められ、かつ同じ方向より反射空洞部１４内部の空気を振動させる。反射空洞部
１４内部の空気は、ケーシング１０他端の反射働きにより二次共振を引き起す。拡声装置
１の前後部は同期振動と二次共振することによって、従来のスピーカに比べ、より顕著な
低周波音声効果が出る。
【０００６】
　しかし、拡声装置１の使用は、以下の欠点が残る。
【０００７】
　イ、　拡声装置１による音声再生のとき、スピーカ１１、１２を同時に駆動する必要が
ある。よって、拡声装置１は、従来のスピーカより大きい音量、より顕著な低周波音声効
果を出す代わりに、２倍の電気消費を要する。このようなことから、拡声装置１は、現代
の大方が求める省エネの環境保護の訴えにそぐわない。
【０００８】
　ロ、　拡声装置１による音声再生のとき、スピーカ１１、１２より同期の音声を出力し
なければ、拡声装置１は精確に音声を出力することができず、ノイズの発生、または音声
信号が干渉される問題が残る。よって、業者はスピーカ１１、１２の規格、回路並び取付
け位置等について、厳密に計画および設計しておかないと、設計、製造された拡声装置１
のスピーカ１１、１２の出力が同期を取れない。よって、拡声装置１の設計と品質管理に
は、より高いコストを要するため、拡声装置１の価格を有効に引き下げることができず、
拡声装置１の市場競争力に大きく影響している。
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【０００９】
　ハ、　このほか、拡声装置１に２つのスピーカ１１、１２が必要のため、拡声装置１を
製造するときの部材とコストが大幅に上昇した結果、前述拡声装置１の価格を有効に引き
下げることができず、拡声装置１の市場競争力に大きい影響を与えている。
【００１０】
　上記問題を解決するため、本考案者は、当分野における長年の実務経験と研究実験に基
づいて、本考案による低周波音声効果を向上できる拡声装置を考案した。
【００１１】
　本考案の目的は、低周波音声効果を向上できる拡声装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本考案による拡声装置は、管体と、スピーカと、共振部とを
有する。管体の一端に第１穴が開けられ、他端に第２穴が開けられ、管体に収容空間が内
設される。スピーカのブラケット部は、第１隔膜の周縁部に設けられ、第１穴に固定され
る。ブラケット部と、内設されたコイルと、磁気素子とは、収容空間に収容される。共振
部は、第２隔膜と釣り合い重りとを組み合わせてなる。第２隔膜の周縁部を管体の他端の
第２穴に固定させる。第１隔膜及び第２隔膜によって管体の両端部に備える第１穴と第２
穴をそれぞれ密閉させ、管体内部のスピーカと共振部との間に位置する収容空間を密閉状
の共振空洞部とする。釣り合い重りを第２隔膜の中央場所に取り付ける。
【００１３】
　これにより、スピーカを駆動されると、第１隔膜が振動を発生し、拡声装置前方周りの
空気を振動させ、音声が出力される。このとき、第１隔膜の振動により共振空洞部の内部
の空気に圧迫と真空効果を形成し、共振部の第２隔膜を協働させ、同期振動に近い効果を
発生し、かつ同じ方向により拡声装置の後方周りの空気を振動させることができるため、
拡声装置の前後部周りの空気を同期に近い、かつ同じ方向に振動を発生される。従来の共
振部を設けない拡声装置に比べ、倍近くの低周波音声が発生できる。使用者は、本考案の
拡声装置を使用し、再生音声を視聴するとき、澄んできれいな音声のほか、低周波音声効
果を充分に楽しめることができる。
【００１４】
　このほか、本考案による拡声装置は一つのみのスピーカを使用するため、電気エネルギ
ーの消費を有効に軽減できる。これにより、省エネの環境保護効果を達成し、本考案によ
る拡声装置の設計、及び製造コストを大幅に軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来の拡声装置の断面図である。
【図２】本考案の第１実施形態による拡声装置の断面図である。
【図３】本考案の第２実施形態による拡声装置の断面図である。
【図４】本考案の第３実施形態による拡声装置の断面図である。
【図５】本考案の第４実施形態による拡声装置の断面図である。
【図６】本考案の第５実施形態による拡声装置の断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本考案の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
（第１実施形態）
　図２に本考案の第１実施形態による拡声装置を示す。
　図２に示すように、拡声装置２は、管体２０と、スピーカ２１と、共振部２２とを備え
る。管体２０の一端に第１穴２００を開け、他端に第２穴２０１を開け、管体２０に収容
空間２０４を内設する。
【００１８】
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　スピーカ２１は、ブラケット部２１０と、第１隔膜２１１と、コイル２１２と、磁気素
子２１３とを含む。第１隔膜２１１をブラケット部２１０一辺の内側に貼り付けて設け、
コイル２１２を第１隔膜２１１の内側の中央場所に設ける。磁気素子２１３をブラケット
部２１０もう一辺の内縁部に設け、コイル２１２の周縁部に周設させる。スピーカ２１の
ブラケット部２１０を第１隔膜２１１の周縁部に設け、第１穴２００に固定することによ
って、ブラケット部２１０とその内部に備えるコイル２１２と磁気素子２１３とを収容空
間２０４に収容させる。
【００１９】
　共振部２２は、第２隔膜２２０と釣り合い重り２２１とを組み合わせてなる。第２隔膜
２２０の周縁部を第２穴２０１に固設することにより、第１隔膜２１１、第２隔膜２２０
によって第１穴２００と第２穴２０１をそれぞれ密閉させ、管体２０の内部のスピーカ２
１と共振部２２との間に位置する収容空間２０４を密閉状の共振空洞部２０２とする。釣
り合い重り２２１を第２隔膜２２０の内側の中央場所に固定させ、収容空間２０４に設け
る。
【００２０】
　このように、コイル２１２は、励磁により磁力線を発生し、磁気素子２１３より発生さ
れる磁力線と、吸着及び反発効果を形成し、第１隔膜２１１を駆動して第１隔膜２１１を
振動させ、拡声装置２前方周りの空気を振動させ、音声を出力させる。このとき、スピー
カ２１と共振部２２との間は、密閉状の共振空洞部２０２が形成されているため、第１隔
膜２１１の振動によって、共振空洞部２０２内部の空気に圧迫及び真空効果を形成し、共
振部２２の第２隔膜２２０に同期振動に近い効果（同期振動効果の程度は管体２０の長さ
と、第２隔膜２２０の部材と釣り合い重り２２１との重さによる）を発生し、かつ同じ方
向に拡声装置２後方周りの空気を振動させ、拡声装置２前後部周りの空気を同期に近い、
かつ同じ方向の振動を発生する。従来の共振部を設けない拡声装置に比べ、倍近くの低周
波音声が発生できる。
【００２１】
　さらに、第２隔膜２２０に釣り合い重り２２１を設けているため、第２隔膜２２０が振
動を発生したときに、第２隔膜２２０の振動幅を抑制できる。このように、第２隔膜２２
０が過大な振動幅により破損するおそれを防止できるほか、第２隔膜２２０に第１隔膜２
１１と同期振動に近い効果を発生させ、２倍の低周波音声効果を発生させる。このほか、
拡声装置２は、一つのスピーカ２１のみでより高い音量、かつ顕著な低周波音声を発生で
きるため、拡声装置２の電気エネルギー消費を有効に軽減し、省エネの環境保護効果を達
成できるほか、設計と製造コストを大幅に低減でき、業者の市場競争力を向上できる。
【００２２】
（第２実施形態）
　図３に本考案の第２実施形態による拡声装置を示す。
　図３のように、釣り合い重り２２１を収容空間２０４の外部に設ける。
【００２３】
（第３実施形態）
　図４に本考案の第３実施形態による拡声装置を示す。拡声装置２は、管体２０と、スピ
ーカ２１と、共振部２２と、板部材２３とを備える。管体２０の両端部に第１穴２００と
第２穴２０１とを開け、管体２０に収容空間２０４を内設する。
【００２４】
　スピーカ２１はブラケット部２１０と、第１隔膜２１１と、コイル２１２と、磁気素子
２１３とを含む。ブラケット部２１０は、第１隔膜２１１の周縁部に設けられ、第１穴２
００に固定される。ブラケット部２１０と、内設されたコイル２１２と、磁気素子２１３
とは、収容空間に収容される。第１隔膜２１１をブラケット部２１０一辺の内側に貼り付
けて設け、コイル２１２を第１隔膜２１１の内側の中央場所に設ける。磁気素子２１３を
ブラケット部２１０もう一辺の内縁部に設け、コイル２１２の周縁部に周設させる。スピ
ーカ２１のブラケット部２１０を第１隔膜２１１の周縁部に設け、第１穴２００に固定す
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ることによって、ブラケット部２１０とその内部に備えるコイル２１２と磁気素子２１２
を収容空間２０４に収容させる。
【００２５】
　共振部２２は、第２隔膜２２０と釣り合い重り２２１とを組み合わせてなる。第２隔膜
２２０の周縁部を管体２０の内側に固定させる。第１隔膜２１１及び第２隔膜２２０によ
って、管体２０の内部のスピーカ２１と共振部２２との間に位置する収容空間２０４を密
閉状の共振空洞部２０２とする。釣り合い重り２２１を第２隔膜２２０の中央場所に固定
させる。釣り合い重り２２１は共振空洞部２０２に設けられ、板部材２３の周縁部は第２
穴２０１に固定され、第２隔膜２２０と板部材２３とによって、管体２０の内部の共振部
２２と板部材２３との間に位置する収容空間２０４を密閉状の反射空洞部２０３とする。
【００２６】
　これにより、コイル２１２は、励磁により磁力線を発生し、磁気素子２１３より発生す
る磁力線と吸着及び反発効果を形成し、第１隔膜２１１を駆動して第１隔膜２１１を振動
させ、拡声装置２前方周りの空気を振動させて音声を出力する。このとき、スピーカ２１
と共振部２２との間に密閉状の共振空洞部２０２が形成されているため、第１隔膜２１１
の振動により、共振空洞部２０２の内部空気に圧迫及び真空効果を形成し、共振部２２の
第２隔膜２２０を同期振動に近い効果（同期振動効果の程度は管体２０の長さと、第２隔
膜２２０の部材と釣り合い重り２２１との重さによる）を形成し、かつ同じ方向に反射空
洞部２０３内部の空気を振動させ、反射空洞部２０３内部の空気は、板部材２３の反射働
きにより、二次共振（共振効果の程度は板部材２３の部材と、第２隔膜２２０と板部材２
３との距離による）を発生することにより、拡声装置２前後部周りは同期振動と二次共振
によって、従来の共振部を持たない拡声装置に比べ、倍近くの低周波音声が発生できるた
め、拡声装置２は一つのスピーカ２１のみで、高い音量を再生でき、顕著な低周波音声効
果を出力できる。
【００２７】
（第４実施形態）
　図５に本考案の第４実施形態による拡声装置を示す。
　図５のように、釣り合い重り２２１を反射空洞部２０３に設ける。
【００２８】
（第５実施形態）
　図６に本考案の第５実施形態による拡声装置を示す。二組の拡声装置２を背中合わせに
接続し、拡声装置２それぞれの組合せにより、立体の音声効果を再生し、使用者はより良
い音質効果を視聴できる。拡声装置２の隣接位置に板部材２３をそれぞれ設けているため
、拡声装置２に内設された第１隔膜２１１、第２隔膜２２０がそれぞれ振動し、互いに干
渉し合って、スピーカ２１の再生音声が互いに干渉され、使用者にノイズまたはエコーが
視聴されることを有効に避ける。
【００２９】
　前述どおり、本考案による拡声装置は主に一つのスピーカと、共振部との組合せにより
、音量アップと低周波音声効果の目的を有効に達成し、かつメーカーの製造、品質管理、
設計および原料のコストを確実に軽減でき、省エネの環境保護目的を実現できる。
【００３０】
　前述各実施形態は本考案の好ましい実施形態であり、本考案の構造並びに特徴は、この
限りでない。該当の技術分野において熟練した当業者にとっては、本考案の思想および領
域から逸脱しない範囲内で、本考案を多様に修正および変更させることができる。それら
もなお、本考案の技術範囲に含まれることを理解する。
【００３１】
　第１実施形態では、釣り合い重り２２１を収容空間２０４の内部に設けることとしたが
、第２実施形態のように、釣り合い重り２２１を収容空間２０４の外部に設けてもよい（
図３参照）。
【００３２】
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　第１実施形態では、スピーカ２１は良く見かける市販の従来スピーカとしたが、本考案
では、これに限らず、スピーカは他種構造のスピーカであっても良い。スピーカのブラケ
ット部は、第１隔膜の周縁部に設けられ、第１穴に固設されることにより、スピーカの第
１隔膜と第２穴の周縁部に固定された第２隔膜との間の収容空間を密閉の共振空洞部とす
ることができれば、上記実施形態に説明した本考案のスピーカ２１となる。
【００３３】
　第３実施形態では、釣り合い重り２２１を共振空洞部２０２に設けることとしたが、第
４実施形態のように、釣り合い重り２２１を反射空洞部２０３に設けてもよい（図５参照
）。
【符号の説明】
【００３４】
２　　・・・拡声装置
２０　・・・管体
２００・・・第１穴
２０１・・・第２穴
２０２・・・共振空洞部
２０３・・・反射空洞部
２０４・・・収容空間
２１　・・・スピーカ
２１０・・・ブラケット部
２１１・・・第１隔膜
２１２・・・コイル
２１３・・・磁気素子
２２　・・・共振部
２２０・・・第２隔膜
２２１・・・釣り合い重り
２３　・・・板部材
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